
　市では、障がいがある方の経済的負担を軽減し、社会参加を支援するた
め、市の施設等の利用料金の一部を減免又は免除しています。12月から、
利用料金の減免を受ける際、『障害者手帳の提示』の代わりに、『障害者手
帳アプリ「ミライロID」の提示』でも減免が受けられるようになります。

　昨年度に開始した「鴻巣市パートナーシップ宣誓制度」を、
12月から新たに「鴻巣市パートナーシップ・ファミリーシップ
宣誓制度」として拡充します。
　この制度は、パートナーシップを宣誓する方と一緒に暮らし
ている子ども（未成年）がいる場合、家族として生活を共にす
ることを併せて宣誓できる制度です。
　法的な効力を生じさせる制度ではありませんが、多くの方が、
人生のパートナーや大切な人と自分らしく、いきいきと生活さ
れることを、市として応援することを目的としています。
　宣誓を希望する方は、電話・ＦＡＸ・メール又は窓口でご
相談ください

鴻巣市パートナーシップ・ファミリーシップ鴻巣市パートナーシップ・ファミリーシップ
宣誓制度がスタート！宣誓制度がスタート！ ◀市HPに申請の

対象者や必要書
類が掲載されて
いるよ。確認し
てみてね

「障がい者用駐車場」は必要な人のために空けておきましょう
問い合わせ／県福祉政策課（☎048-830-3391・ＦＡＸ048-830-4801）

　障がい者用駐車場は、車椅子や杖を使用している方、障がいがある方、体の不自由な高齢者などが、
自動車のドアを大きく開けて乗り降りできるように作られた駐車場です。必要がない人は駐車しない
よう、皆さんのご理解・ご協力をお願いします。

利用料金の減免が受けられる施設等一覧
コミュニティバスフラワー号 こうのす乗合タクシー デマンド交通ひなちゃんタクシー
こうのすシネマ 各公民館・生涯学習センター 箕田・あたご児童センター
市民センター 本町コミュニティセンター コミュニティふれあいセンター
鴻巣・吹上勤労青少年ホーム 笠原稲穂センター 川里農業研修センター
総合体育館 陸上競技場 コスモスアリーナふきあげ
糠田運動場 吹上総合運動場 吹上荒川総合運動公園
吹上パークゴルフ場 かわさとグラウンドゴルフ場 上谷総合公園
赤見台近隣公園多目的グラウンド 川里中央公園 あかぎ公園
すみれ野中央公園 ふるさと総合緑道休憩施設愛里巣
テニスコート（天神、常光、東町公園、ひばり野中央公園、吹上富士見）
鴻巣市自転車駐車場（鴻巣駅東口・西口、北鴻巣駅東口第１・第２・西口、吹上駅南口・北口）

※通信環境等に問題があり、「ミライロID」の提示で障害者手帳の情報が確認できない場合は、『障害者手帳の提示』が
必要になります。また、「ミライロID」は本人確認書類にはなりません

　障害者手帳アプリ
　「ミライロID」をご活用ください

問い合わせ／障がい福祉課（内線2678・FAX541-1328）

◀アプリの詳細
は、ミライロID
のHPをご確認
ください

問い合わせ／やさしさ支援課（内線3424・FAX577-8466・
メールyasasisa@city.kounosu.saitama.jp）
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